
 

ぎふし経営力強化資金の概要（令和 8年 1月 5日改正） 

 

 ぎふし伴走支援型特別資金の取扱を令和６年６月末で終了したものの、新型コロナウイルス感染症等の影

響により積み上がった債務の返済負担の増加に伴う借換需要や原材料価格の高騰等の環境の変化に対して、

金融機関をはじめとした認定経営革新等支援機関が、中小企業者等の事業計画の策定支援や継続的な経営支

援を行い、引き続き中小企業の経営力強化を図ることを目的とする。 

融資対象者 

（１）金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受け、自ら事業計画の策定、実行、進捗の

報告を行う方 

（２）（１）に該当する方のうち、セーフティネット保証５号の規定による認定を受けている方
※ 

※岐阜市融資制度の「新型コロナウイルス感染症関連保証に係る既往借入金」を借り換え

る場合に限る 

資 金 使 途 運転資金、設備資金 

融資限度額 ２億８,０００万円 

融 資 期 間 
５年以内（運転資金）・７年以内（設備資金） 

ただし、岐阜市融資制度を含む岐阜市信用保証協会の保証付き融資の借換資金は１０年以内 

融 資 利 率 
年１．６０％（固定） 

ただし、金融機関が別に定める場合は、当該利率（固定・変動） 

信用保証料 
０．４５％～１．７５％ 

※セーフティネット保証５号の規定による認定を受けている場合は０．６８％ 

信用保証料補填 
０．００％～０．６９％ 

※セーフティネット保証５号の規定による認定を受けている場合は０．２８％ 

担   保 必要に応じ求める 

保 証 人 原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要 

添 付 書 類 

・「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書（様式第 18号） 

・事業行動計画書（申込人が策定したもの） 

・認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面（事業計画書に記載されている場合は

不要） 

・融資対象者（２）の方の場合、中小企業信用保険法第２条第５項第５号に規定する認定書 

※下線部が改正部分 


